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(57)【要約】
【課題】ビーム偏向装置の位置決めの正確な検出に関し
て、改善された露光装置を提供すること。
【解決手段】連続的で層ごとの選択的な露光と、構造材
料層の凝固化とによる、三次元的な物体を付加的に製造
するための装置のための露光装置であって、該露光装置
が、エネルギービームを発生させるためのエネルギービ
ーム発生装置４と、エネルギービーム発生装置４によっ
て発生されるエネルギービームを入射箇所へ偏向させる
ビーム偏向装置７と、ビーム経路９とを含んでいる前記
露光装置において、測定ビーム１５を用いてビーム偏向
装置７の位置を検出するための位置検出装置１３が設け
られており、ビーム偏向装置７の位置を検出するための
測定ビーム１５を発生させるための測定ビーム発生装置
１４が設けられており、測定ビーム発生装置１４によっ
て発生される測定ビーム１５が露光装置のビーム経路９
内へ直接入射可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギービーム（５）を用いて連続的で層ごとの選択的な露光と、これに伴う、凝固
化可能な構造材料（６）から成る構造材料層の凝固化とによる、三次元的な物体（３）を
付加的に製造するための装置（２）用の露光装置（１）であって、該露光装置（１）が、
エネルギービーム（５）を発生させるために設置されているエネルギービーム発生装置（
４）と、該エネルギービーム発生装置（４）によって発生されるエネルギービーム（５）
を所定の入射箇所へ偏向させるために設置されているビーム偏向装置（７）と、少なくと
も１つの導光要素によって形成されているか、又は少なくとも１つのこのような導光要素
を含むビーム経路（９）とを含んでいる、前記露光装置において、
　光学的な測定ビーム（１５）を用いて、特に基準位置に対して相対的に、光学的に、特
に干渉式に前記ビーム偏向装置（７）の位置を検出するために設置されている位置検出装
置（１３）が設けられていること、及び該位置検出装置（１３）に割り当てられ、前記ビ
ーム偏向装置（７）の位置を光学的に検出するために用いられる前記光学的な測定ビーム
（１５）を発生させるために設置されている測定ビーム発生装置（１４）が設けられてお
り、該測定ビーム発生装置（１４）によって発生される前記光学的な測定ビーム（１５）
が、前記露光装置（１）の前記ビーム経路（９）内へ直接入射可能であるか、又は入射し
ていることを特徴とする露光装置。
【請求項２】
　前記エネルギービーム発生装置（４）及び前記ビーム偏向装置（７）が、前記ビーム経
路（９）を介して互いに光学的に結合されていることを特徴とする請求項１に記載の露光
装置。
【請求項３】
　前記位置検出装置（１３）及び前記測定ビーム発生装置（１４）が、アブソリュート干
渉計を形成していることを特徴とする請求項１又は２に記載の露光装置。
【請求項４】
　前記位置検出装置（１３）が、特に基準位置に対して相対的な前記ビーム偏向装置（７
）の検出された位置を示す位置検出情報を生成するために設置されていることを特徴とす
る請求項１～３のいずれか１項に記載の露光装置。
【請求項５】
　前記ビーム偏向装置（７）が、特に前記光学的な測定ビーム（１５）を反射させる光学
的な要素、好ましくは凹面鏡の形態の、少なくとも１つの光学的な測定点（１６ａ～１６
ｃ）、特に３つの測定点（１６ａ～１６ｃ）へ、前記光学的な測定ビーム（１５）を偏向
させるように設置されており、前記位置検出装置（１３）が、前記光学的な測定ビーム（
１５）における、前記少なくとも１つの光学的な測定点（１６ａ～１６ｃ）によって反射
された割合分に基づいて前記ビーム偏向装置（７）の位置を検出するために設置されてい
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の露光装置。
【請求項６】
　複数の光学的な測定点（１６ａ～１６ｃ）を含む光学的な測定点設備（１６）が設けら
れており、前記広角的な測定点設備（１６）に属する前記光学的な測定点（１６ａ～１６
ｃ）は、互いに対して所定の空間的な配置において配置又は形成されていることを特徴と
する請求項５に記載の露光装置。
【請求項７】
　前記光学的な測定点設備（１６）に属する前記光学的な測定点（１６ａ～１６ｃ）が、
共通の平面内に、特に三次元的な物体（３）を付加的に製造するための装置（２）の構造
平面内に配置若しくは形成されているか、又は前記光学的な測定点設備（１６）に属する
前記光学的な測定点（１６ａ～１６ｃ）のうち少なくとも２つが異なる平面内に配置若し
くは形成されていることを特徴とする請求項６に記載の露光装置。
【請求項８】
　特に選択的に凝固化されるべき、又は選択的に凝固化された構造材料層の溶融範囲で生
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じる、前記エネルギービーム（５）における反射された割合分を検出するために設置され
た検出装置（１２）が設けられており、前記エネルギービーム（５）における前記反射さ
れた割合分が前記露光装置（１）の前記ビーム経路（９）を介して前記検出装置（１２）
内へ入射可能であるか、又は入射しており、前記検出装置（１２）が、前記露光装置（１
）の前記ビーム経路（９）を介して光学的に前記検出装置（１２）内へ入射された、前記
エネルギービーム（５）における前記反射された割合分に基づき、付加的に製造されるべ
き、又は付加的に製造された三次元的な物体（３）の部材品質を示す部材品質情報を生成
するために設置されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の露光装
置。
【請求項９】
　前記測定ビーム発生装置（１４）が、前記光学的な測定ビーム（１５）を前記露光装置
（１）の前記ビーム経路（９）における、前記エネルギービーム発生装置（４）と前記検
出装置（１２）の間に位置する部分内へ入射させるために設置されているか、又は前記測
定ビーム発生装置（１４）が、前記測定ビーム（１５）を前記露光装置（１）の前記ビー
ム経路（９）における、前記検出装置（１２）の前方に接続された部分内へ入射させるた
めに設置されていることを特徴とする請求項８に記載の露光装置。
【請求項１０】
　エネルギービーム（５）を用いて連続的で層ごとの選択的な露光と、これに伴う、凝固
化可能な構造材料（６）から成る構造材料層の凝固化とによる、三次元的な物体（３）を
付加的に製造するための装置（２）において、
　当該装置（２）が、請求項１～９のいずれか１項に記載の露光装置（１）を含んでいる
ことを特徴とする装置。
【請求項１１】
　各構造材料層の選択的な露光を示す露光情報に基づき、前記露光装置（１）を用いて実
行されるべき、又は実行された各構造材料層の露光を制御するための制御装置が設けられ
ており、該制御装置が、前記位置検出装置（１３）を用いて生成される位置検出情報に依
存して前記露光情報を変更するように、特に、特に基準位置に対して相対的な前記ビーム
偏向装置（７）の位置の検出された変更に適合させるように設置されていることを特徴と
する請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記エネルギービーム発生装置（４）が追加的に測定ビーム発生装置（１４）として形
成されており、前記エネルギービーム発生装置（４）によって発生されるエネルギービー
ム（５）が測定ビーム（１５）として形成されていることを特徴とする請求項１０又は１
１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ビーム偏向装置（７）が、凝固化されるべき構造材料層へ前記光学的な測定ビーム
（１５）を偏向させるように設置されており、前記位置検出装置（１３）が、前記光学的
な測定ビーム（１５）における、前記構造材料層によって反射される割合分に基づいて前
記構造材料層の層厚を検出するように設置されていることを特徴とする請求項１０～１２
のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
エネルギービーム（５）を用いて連続的で層ごとの選択的な露光と、これに伴う、凝固化
可能な構造材料（６）から成る構造材料層の凝固化とによる、三次元的な物体（３）を付
加的に製造するための装置（２）の、ビーム経路（９）を含む露光装置（１）、特に請求
項１～９のいずれか１項に記載の露光装置（１）のビーム偏向装置（７）の位置を、特に
基準位置に対して相対的に、光学的な測定ビーム（１５）を用いて光学的に、特に干渉式
に検出するための方法において、
　以下のステップ：
　光学的な測定ビーム（１５）を発生させるステップと、
　前記光学的な測定ビーム（１５）を用いて、特に基準位置に対して相対的に、前記光学
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的な測定ビーム（１５）における、特に少なくとも１つの測定点（１６ａ～１６ｃ）によ
って反射される割合分を用いて、前記ビーム偏向装置（７）の位置を光学的に、特に干渉
式に検出するステップと
を行い、前記光学的な測定ビーム（１５）が、前記露光装置（１）の前記ビーム経路（９
）内へ直接入射可能であるか、又は入射していることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エネルギービームを用いて連続的で層ごとの選択的な露光と、これに伴う、
凝固化可能な構造材料から成る構造材料層の凝固化とによる、三次元的な物体を付加的に
製造するための装置用の露光装置であって、該露光装置が、エネルギービームを発生させ
るために設置されたエネルギービーム発生装置と、該エネルギービーム発生装置によって
発生されるエネルギービームを所定の入射箇所へ偏向させるために設置されているビーム
偏向装置と、少なくとも１つの導光要素によって形成されているか、又は少なくとも１つ
のこのような導光要素を含むビーム経路とを含んでおり、前記エネルギービーム発生装置
及び前記ビーム偏向装置が前記ビーム経路を介して互いに光学的に結合されている、前記
露光装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　適当な露光装置の使用は、三次元的な物体を付加的に製造する分野において基本的に知
られている。
【０００３】
　露光装置に属する、通常、スキャン装置とも呼ばれるビーム偏向装置の、構造平面に対
して相対的な正確な位置決めが各付加的な構造工程にとって重要である。挑戦は、構造平
面に対して相対的なビーム偏向装置の正確な位置決めを付加的な構造工程の実行中にも保
証することにある。特に、付加的な構造工程中に生じる熱は、様々な機能構成要素のある
程度の延びを生じさせることがあり、このことは、構造平面に対して相対的なビーム偏向
装置の位置決めの変更において生じ得る。
【０００４】
　場合によっては必要となるビーム偏向装置あるいは場合によっては露光装置全体の位置
決めの補正を行うために、ビーム偏向装置の実際の位置決めの正確な把握が必要となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の基礎をなす課題は、これに対して、特にビーム偏向装置の位置決めの正確な検
出に関して、改善された露光装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題は、請求項１による露光装置によって解決される。その従属請求項は、露光装
置の可能な実施形態に関するものである。
【０００７】
　ここに記載される露光装置は、三次元的な物体、すなわち特に技術的な部材あるいは技
術的な部材群を付加的に製造するための装置の機能構成要素である。適当な装置は、本質
的に付加的な装置とも呼ばれる。後述するように、このような装置は、選択的レーザ焼結
プロセスを実行するための装置、すなわちＳＬＳ装置、あるいは選択的レーザ溶融プロセ
ス、すなわちＳＬＭ装置であり得る。
【０００８】
　露光装置は、エネルギービーム発生装置を含んでいるか、あるいはこのようなエネルギ
ービーム発生装置が露光装置に割り当てられている。エネルギー発生装置あるいはこれに
属する構成要素は、個別の、場合によってはモジュール状の、露光装置の別のアセンブリ
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と結合可能なアセンブリとして存在することができる。エネルギービーム発生装置は、エ
ネルギービーム、特にレーザビームを発生させるために設置されており、このために、エ
ネルギービーム発生装置が適当なエネルギービーム発生要素あるいはレーザビーム発生要
素を例えばレーザ発生器の形態で含んでいる。エネルギービームは、連続的で層ごとの選
択的な露光と、これに伴う、エネルギービームを用いて適当に凝固化可能な、典型的には
粉体状の構造材料から成る個々の構造材料層の凝固化のための付加的な構造工程の実行の
範囲において用いられる。
【０００９】
　上述のように、露光装置が典型的にはスキャン装置とも呼ばれるビーム偏向装置を含ん
でいるか、あるいはこのようなビーム偏向装置が露光装置に割り当てられている。ビーム
偏向装置あるいはこれに属する構成要素も、個別の、場合によってはモジュール状の、露
光装置の別のアセンブリに結合可能なアセンブリとして存在することが可能である。ビー
ム偏向装置は、エネルギービーム発生装置によって発生されるエネルギービームを付加的
な装置の構造平面における所定の入射箇所へ偏向させるために設置されており、このため
に、ビーム偏向装置は、適当な、特に少なくとも１つの運動自由度において運動可能に支
持されたビーム偏向要素を例えばビーム偏向ミラーの形態で含んでいる。ビーム偏向要素
は、典型的には、典型的にはスキャンヘッドとも呼ばれるビーム偏向装置の部材に、又は
この部材内に配置又は形成されている。
【００１０】
　したがって、ビーム偏向装置は、露光装置からの（光学的な）ビームを出射させるため
の出射点を形成している。しかしながら、後述するように、例えば構造平面によって、特
に適当なエネルギービームによって構造平面内に生じる溶融範囲によって反射されるビー
ムもビーム偏向装置を介して露光装置へ入射し得る。したがって、ビーム偏向装置は、露
光装置内への（光学的な）ビームの入射のための入射点も形成している。
【００１１】
　さらに、露光装置は、ビーム経路を含んでいる。エネルギービーム発生装置及びビーム
偏向装置は、ビーム経路内へ接続されているとともに、ビーム経路を介して互いに光学的
に結合されている。その結果、例えば、エネルギービーム発生装置によって発生されたエ
ネルギービームは、ビーム偏向装置内へ入射可能であるとともに、このビーム偏向装置を
介して付加的な装置の構造平面内における所定の入射箇所へ公知の態様で出射可能である
。
【００１２】
　露光装置は、位置検出装置と、この位置検出装置に割り当て可能あるいは割り当てられ
た測定ビーム発生装置によって特徴付けられている。位置検出装置及び測定ビーム発生装
置は、構造上、すなわち例えば共通のハウジング構造内にまとめられることができるとと
もに、このようにして露光装置の別のアセンブリと結合可能な、ビーム偏向装置の位置を
検出するための、個別の、場合によってはモジュール状のアセンブリを形成することが可
能である。
【００１３】
　位置検出装置は、光学的な測定ビーム（「測定ビーム」）を用いて、特に基準位置に対
して相対的なビーム偏向装置の位置を光学的に、すなわち特に干渉式に検出するために設
置されている。位置検出装置を用いて、特に例えば付加的な装置の構造平面のような基準
位置に対して相対的な、ビーム偏向装置の位置を正確に検出することができる。当然、特
に基準方向に対するビーム偏向装置の整向とも理解され得る、ビーム偏向装置の位置の検
出は、光学的に、すなわち干渉、特にレーザ干渉、好ましくは絶対位置の検出を可能とす
るアブソリュートレーザ干渉の原理に基づいて行われる。この点で、位置検出装置及び測
定ビーム発生装置は、ビーム偏向装置の絶対位置を検出するために設置されているアブソ
リュートレーザ干渉計を形成することが可能である。
【００１４】
　ビーム偏向装置は、特に、測定ビームを、特に（それぞれ）測定ビームを反射させる光
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学的な要素、好ましくは凹面鏡の形態の少なくとも１つの光学的な測定点（「測定点」）
、特に３つの光学的な測定点へ偏向させるために設置されている。位置検出装置は、特に
、測定ビームにおける、少なくとも１つの測定点によって反射された割合分に基づいてビ
ーム偏向装置の位置を検出するために設置されている。このとき、ビーム偏向装置の位置
の検出は、例えば測定ビームの継続時間又は位相変化の検出、すなわち特に測定ビームに
おける、測定点から戻る反射割合分の検出によってなされることが可能である。ここでは
、測定ビームが上述のレーザ干渉の原理では通常な典型的には少なくとも２つの異なる波
長を含むことが言及されるべきである。さらに、原則的にはエネルギービーム発生装置も
測定ビーム発生装置として用いられるか、あるいは形成されることが可能であるため、原
則的には、エネルギービーム発生装置によって発生されるエネルギービームも測定ビーム
として用いられるか、あるいは形成されることが可能である。
【００１５】
　当然、例えば（例えば互いに対して相対的に、及び／又は付加的な装置の構造平面に対
して相対的に）１つ又は複数のビーム偏向要素の方向、特に角度位置のような露光装置の
様々な動作パラメータをビーム偏向装置の位置の検出へ導入することが可能である。
【００１６】
　測定ビーム発生装置は、光学的な、すなわち特に干渉式のビーム偏向装置の位置の検出
に用いられる測定ビームを発生させるために設置されている。ここで、測定ビーム発生装
置によって発生される測定ビームが露光装置のビーム経路内へ直接入射可能であるか、又
は入射していることが本質的である。したがって、位置検出装置あるいは測定ビーム発生
装置は、測定ビームを直接露光装置のビーム経路内へ入射させるように設置されている。
したがって、露光装置のビーム経路は、測定ビームのためにも用いられる。測定ビームは
、測定ビーム発生装置あるいは位置検出装置の測定ビーム出射点からビーム経路を通過し
、ビーム偏向装置によって、露光装置の出射点を介して露光装置から出射される。上述の
ように、ビーム偏向装置は、特に測定ビームを、特に測定ビームを反射させる光学的な要
素、好ましくは凹面鏡の形態の少なくとも１つの測定点、特に３つの測定点へ偏向させる
ように設定されている。測定ビームにおける例えば測定点によって反射された割合分は、
露光装置の入射点を介して露光装置内へ入射するとともに、測定ビーム発生装置あるいは
位置検出装置の測定ビーム入射点までビーム経路を通過する。
【００１７】
　測定ビーム発生装置によって発生可能あるいは発生される測定ビームが場合によっては
エネルギービーム発生装置によって発生されるレーザビームであり得るとしても、測定ビ
ームは、エネルギービーム発生装置によって発生可能であるか、あるいは発生されるエネ
ルギービームとは、典型的には少なくとも１つのビームパラメータ、特にエネルギー強度
において異なっている。加えて、エネルギービームの出射は、典型的には、測定ビームの
出射に対して時間的にずらして行われる。したがって、エネルギービーム及び測定ビーム
は、典型的には、露光装置から同時には出射されない。
【００１８】
　露光装置は、（別の）検出装置を含むことができるか、あるいは（別の）検出装置を露
光装置へ割り当てることが可能である。（別の）検出装置は、特に選択的に凝固化される
べき、又は選択的に凝固化された構造材料層の溶融範囲において生じる、エネルビービー
ムにおける反射割合分を検出するために設置されている。エネルギービームにおける反射
割合分は、ビーム経路を介して光学的に検出装置内へ入射可能であるか、又は入射してい
る。（別の）検出装置は、ハードウェアによって、及び／又はソフトウェアによって、付
加的に製造されるべき、あるいは製造された物体の品質、特に構造上の特性に関して、検
出された、エネルギービームにおける反射割合を評価するために設置されることができる
。このために、（別の）検出装置は、適切な評価アルゴリズムを含んでいる。この背景は
、エネルギービームにおける反射割合が適当なエネルギー入力によって生じる溶融範囲の
様々な、特に幾何学的なパラメータに依存することであり、溶融範囲は、付加的に製造さ
れるべき、あるいは製造された物体の品質、すなわち特に構造上の特性に決定的に影響を
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与える。
【００１９】
　露光装置が適当な検出装置を含むか、あるいは検出装置が露光装置に割り当てられてい
る限り、特に、測定ビーム発生装置は、測定ビームを、ビーム経路における、エネルギー
ビーム発生装置と（別の）検出装置の間に位置する部分内へ入射させるように設置されて
いる。この場合、測定ビーム発生装置は、エネルギービーム発生装置と（別の）検出装置
の間に配置又は形成されている。しかしながら、ビーム経路における検出装置の前方に接
続された部分内へ測定ビームを入射させるように測定ビーム発生装置が設置されているこ
とが考えられる。この場合、測定ビーム発生装置は、少なくとも露光装置からのエネルギ
ービームあるいは測定ビームの出射方向に見て検出装置の手前に接続されて配置又は形成
されている。
【００２０】
　上述の原理により、ビーム偏向装置の位置の直接検出が露光装置において実現されてい
る。上述の原理により、ビーム偏向装置の位置の正確な検出あるいは位置の変更の正確な
検出が可能となる。したがって、特にビーム偏向装置の位置決めの正確な検出に関して改
善された露光装置が提供されている。
【００２１】
　位置検出装置は、特に、特に基準位置に対して相対的に、ビーム偏向装置の検出された
位置を示す位置検出情報を生成するように設置されている。適当な位置検出情報は、付加
的な装置の別の機能構成要素によって、データ的に、特にビーム偏向装置の（検出された
）位置変更の補償あるいは補正と関連して用いられることができる。例えば、露光装置を
用いて実行されるべき、又は実行された構造材料層の選択的な露光の制御のために各構造
材料層の選択的な露光を示す露光情報に基づいて設置されている付加的な装置の制御装置
は、位置検出装置を用いて発生される位置検出情報に依存して適当な露光情報を変更する
ように、すなわち特に、特に基準位置に対して相対的に、検出されたビーム偏向装置の位
置の変化へ適合させるように設置されていることが可能である。
【００２２】
　重ねて述べるように、典型的には、ビーム偏向装置は、特に測定ビームを反射させる光
学的な要素、好ましくは凹面鏡の形態での少なくとも１つの測定点、特に３つの測定点へ
測定ビームを偏向させるように設置されているとともに、位置検出装置は、測定点によっ
て反射された測定ビームに基づいてビーム偏向装置の位置を検出するように設置されてい
る。特に、露光装置は、複数の測定点を含む光学的な測定点設備（「測定点設備（Ｍｅｓ
ｓｐｕｎｋｔａｎｏｒｄｎｕｎｇ）」）を露光装置へ割り当て可能であるか、又は割り当
てられていることが可能である。測定点設備は、位置検出装置の（機能的な）構成部材で
あり得る。測定点設備に属する測定点は、所定の空間的な配置において互いに対して（相
対的に）配置又は形成されている。測定点は、基本的には適宜の空間的な位置を占めるこ
とができる。測定点は、所定の空間的な配置において互いに対して（相対的に）配置又は
形成されている限り、共通の平面内で、又は場合によっては異なる空間的な平面において
も配置又は形成されることができる。各測定点は、ビーム偏向装置の所定の位置情報を検
出するために用いられることができる。したがって、各測定点によって反射される測定ビ
ームは、それぞれビーム偏向装置の所定の位置情報の検出のために用いられることができ
る。個々の位置情報に基づき、適当な位置検出情報によって示されたビーム偏向装置の絶
対位置を、位置検出装置を用いて生成することが可能である。
【００２３】
　異なる平面における各測定点の配置又は形成に代えて、測定点設備の測定点が共通の平
面内に配置又は形成されていることも当然可能である。平面は、例えば付加的な装置の構
造平面であり得る。したがって、測定点は、例えば特に構造平面内、一般的には府化装置
のプロセスチャンバ内の平面内に配置又は形成されることが可能である。測定点は、等距
離に分配して平面内に配置又は形成されることが可能である。
【００２４】
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　さらに、本発明は、連続的で層ごとの選択的な露光と、これに伴う、エネルギービーム
を用いて凝固化可能な構造材料から成る構造材料層の凝固化とによる、三次元的な物体、
すなわち例えば記述的な部材あるいは技術的な部材群を付加的に製造するための装置に関
するものである。装置を用いて実行される追加的な構造工程は、装置に属する、典型的に
は不活性化可能なプロセスチャンバ内で行われる。プロセスチャンバは、装置のハウジン
グ構造の一部を形成している。付加的な装置は、ＳＬＭ装置、すなわち選択的レーザ溶融
法（ＳＬＭ法）を実行するための装置であり得るか、又はＳＬＳ装置、すなわち選択的レ
ーザ焼結法（ＳＬＳ法）を実行するための装置であり得る。選択的に凝固化されるべき各
構造材料層の選択的な凝固化は、物体に関連した構造データに基づいて行われる。適当な
構造データは、付加的に製造されるべき各物体の幾何学的－構造上の形状を示すものであ
り、例えば付加的に製造されるべき各物体の「スライスされた」ＣＡＤデータを含むこと
ができる。
【００２５】
　付加的な装置は、付加的な構造工程の実行のために典型的に必要な機能構成要素、すな
わち特に連続的で層ごとの選択的な露光のための、及びこれに伴う、凝固化可能な材料、
すなわち特に粒子状あるいは粉体状の金属材料、合成樹脂材料及び／又はセラミック材料
から成る構造材料層の凝固化のための露光装置と、構造平面において凝固化されるべき構
造材料層を形成するための積層装置とを含んでいる。構造平面は、支持装置における、典
型的には（垂直方向において）移動可能に支持された支持要素の表面であるか、又は構造
材料層であり得る。一般的に、構造平面内には、少なくとも１つの選択的に凝固化される
べきか、あるいは選択的に凝固化された構造材料層が配置又は形成されている。装置は、
当該装置が少なくとも１つの上述のような露光装置を含んでいることを特徴としている。
したがって、ここに記載されている露光装置に関連した全体的な構成は、付加的な装置に
ついて同様に当てはまる。
【００２６】
　付加的な装置は、各構造材料層の選択的な露光を示す露光情報に基づき、露光装置を用
いて実行されるべき、又は実行される各構造材料層の露光を制御するための制御装置を含
むことができる。制御装置は、位置検出装置を用いて生成される位置検出情報に依存して
露光情報を変更するために、すなわち特に、特に基準位置に対して相対的に、ビーム偏向
装置の位置の検出された変化に適合させるために設置されている。したがって、上述のよ
うに、適当な位置検出情報は、付加的な装置の別の機能構成要素、すなわち特にビーム偏
向装置の（検出された）位置変化の補償あるいは補正のための適当な制御装置によって、
データ的に用いられることが可能である。具体的には、このことは、例えば、所定の値、
すなわち例えば０．２ｍｍだけ所定の空間方向においてビーム偏向装置の位置変化が検出
される場合に、露光の適当な適合がなされるように変換され、その結果、対応する空間方
向において、対応する値だけずらされてエネルギービームが構造材料層へ偏向される。
【００２７】
　最後に、光学的な測定ビームを選択的に凝固化されるべき構造材料層へ偏向させるよう
にもビーム偏向装置を設置することが可能であるとともに、光学的な測定ビームにおける
、構造材料層によって反射される割合分に基づいて構造材料層の層厚を検出するように位
置検出装置を特に層厚検出装置の機能において設置することが可能であることに留意すべ
きである。このようにして、層厚検出装置を追加的に容易に実行することが可能である。
【００２８】
　さらに、本発明は、特に基準位置に対して相対的に、付加的な装置の、ビーム経路を含
む露光装置、特に上述の露光装置の位置を光学的な測定ビームを用いて光学的に、特に干
渉式に検出するための方法に関するものである。この方法は、以下のステップ：光学的な
測定ビームを発生させるステップと、光学的な測定ビームを用いて、特に基準位置に対し
て相対的に、光学的な測定ビームにおける、特に少なくとも１つの測定点によって反射さ
れる割合分を用いて、ビーム偏向装置の位置を光学的に、特に干渉式に検出するステップ
とによって特徴付けられている。方法によれば、光学的な測定ビームは、露光装置のビー



(9) JP 2018-95954 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

ム経路内へ直接入射する。したがって、ここに記載されている露光装置に関連した全体的
な構成は、方法について同様に当てはまる。逆に、方法に関連した全体的な構成は、露光
装置及び付加的な装置についても同様に当てはまる。
【００２９】
　したがって、方法によれば、測定ビームは、露光装置、特に露光装置に属する測定ビー
ムは勢装置あるいは位置検出装置のビーム経路を通過し、ビーム偏向装置によって、露光
装置の出射点を介して露光装置から出射される。ビーム偏向装置は、特に測定ビームを反
射させる光学的な要素、好ましくは凹面鏡の形態の少なくとも１つの測定点へ測定ビーム
を偏向させる。測定ビームにおける、測定点によって反射された割合分は、露光装置の入
射点によって、（再び）露光装置内へ入射し、位置検出装置までビーム経路を通過する。
位置検出装置は、測定ビームにおける反射された割合分に基づき、すなわち例えば測定ビ
ームの継続時間又は位相変化によってビーム偏向装置の位置を検出する。測定ビームの出
射は、典型的には、エネルギービームの出射に対して時間的にずらしてなされる。したが
って、エネルギービーム及び測定ビームは、典型的には、同時には出射されない。したが
って、露光工程及び位置検出工程は、典型的には交互に行われる。特に、位置検出工程を
、（第１の）構造材料層の露光工程後に、あるいはつづいて露光されるべき更なる構造材
料層の露光工程前に行うことが可能である。
【００３０】
　図面における実施例に基づき、本発明を詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】一実施例による露光装置の原理図である。
【図２】一実施例による装置の原理図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図１には、一実施例による露光装置１の原理図が示されている。露光装置１は、図１に
おいて斜視図で示されている。
【００３３】
　露光装置１は、三次元的な物体３、すなわち技術的な部材あるいは技術的な部材群を付
加的に製造するための装置２の機能構成要素である。適当な装置２は、選択的レーザ焼結
プロセスを実行するための装置、すなわちＳＬＳ装置であるか、あるいは選択的レーザ溶
融プロセスを実行するための装置、すなわちＳＬＭ装置であり得る。ＳＬＭ装置の形態の
適当な装置２の実施例が図２に示されている。
【００３４】
　露光装置１は、エネルギービーム発生装置４を含んでいる。エネルギービーム発生装置
４あるいはこれに属する構成要素は、露光装置１の別のアセンブリと結合可能な、個別の
、場合によってはモジュール式のアセンブリ（不図示）として存在している。エネルギー
ビーム発生装置４は、エネルギービーム５、特にレーザビームを発生させるために設置さ
れている。このために、エネルギー発生装置４は、適当なエネルギービーム発生要素ある
いはレーザビーム発生要素（不図示）を例えばレーザ発生器の形態で含んでいる。エネル
ギービーム５は、付加的な構造工程の実行の範囲において、選択的な露光と、これに伴う
、適当に凝固化可能な、典型的には粉体状の構造材料６から成る個々の構造材料層の選択
的な凝固化とのために用いられる（図２参照）。
【００３５】
　露光装置１は、スキャン装置とも呼ばれるビーム偏向装置７を更に含んでいる。ビーム
偏向装置７あるいはこれに属する構成要素は、露光装置１の別のアセンブリと結合可能な
、個別の、場合によってはモジュール式のアセンブリとして存在している。ビーム偏向装
置７は、エネルギービーム発生装置４によって発生されるエネルギービーム５を付加的な
装置の構造平面における所定の入射箇所へ偏向させるために設置されている。このために
、ビーム偏向装置７は、特に少なくとも１つの運動自由度で運動可能に支持された適切な
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ビーム偏向要素（不図示）を例えばビーム偏向ミラーの形態で含んでいる。典型的には、
ビーム偏向要素は、典型的にはスキャンヘッドとも呼ばれる、ビーム偏向装置の構造要素
８において、又はこの構造要素８内に配置又は形成されている。
【００３６】
　ビーム偏向装置７は、露光装置１からの（光学的な）ビームを出射（Ａｕｓｋｏｐｐｌ
ｕｎｇ）するための出射点を形成している。しかしながら、ビーム偏向装置７により、構
造平面、特に適当なエネルギー入力によって構造平面内で発生する溶融範囲から反射され
るビームも露光装置１内へ入射され（ｅｉｎｇｅｋｏｐｐｅｌｔ）得る。したがって、ビ
ーム偏向装置７は、露光装置１内への（光学的な）ビームの入射のための入射点も形成し
ている。
【００３７】
　露光装置１は、（光学的な）ビーム経路９を更に含んでいる。エネルギービーム発生装
置４及びビーム偏向装置７が、ビーム経路９へ接続されているとともにビーム経路９を介
して光学的に互いに結合されていることが明らかであり、その結果、例えばエネルギービ
ーム偏向装置７によって発生されるエネルギービーム５は、ビーム偏向装置７内へ入射可
能であるとともに、ビーム偏向装置を介して、付加的な装置の構造平面内における所定の
入射箇所へ出射可能である。
【００３８】
　図１に示された実施例では、露光装置１のビーム経路９は露光装置１の別の機能構成要
素へ接続されている。この別の機能構成要素には、焦点調整装置１１及び検出装置１２が
含まれる。焦点調整装置１１は、エネルギービーム５の焦点を調整するために設置されて
いるとともに、このために複数の、特に互いに対して相対的に移動可能に支持された焦点
調整要素（不図示）、特にレンズ要素を含んでいる。検出要素１２は、特に選択的に固化
されるべき、又は選択的に固化された構造材料層の溶融範囲に生じるエネルギービーム５
の反射割合分を検出するために設置されている。エネルギービーム５の反射割合分は、ビ
ーム経路９を介して検出装置内へ光学的に入射可能である。検出装置１２は、検出された
エネルギービーム５の反射割合分を品質、すなわち特に製造されるべき、あるいは製造さ
れた物体３の構造上の特性に関してハードウェアによって、及び／又はソフトウェアによ
って評価するために設置されているとともに、このために適切な評価アルゴリズムを含ん
でいる。
【００３９】
　露光装置１は、位置検出装置１３及びこれに属する測定ビーム発生装置１４を更に含ん
でいる。図示の実施例では、位置検出装置１３及び測定ビーム発生装置１４は、構造上共
通のハウジング構造（不図示）内にまとめられているとともに、このようにして、露光装
置１の別のアセンブリと結合可能な、個別の、場合によってはモジュール式のアセンブリ
を形成している。
【００４０】
　位置検出装置１３は、光学的な測定ビーム１５による、特に基準位置に対する相対的な
ビーム偏向装置７の位置の光学的な、すなわち特に干渉式の検出のために設置されている
。位置検出装置１３を用いて、特に例えば付加的な装置２の構造平面のような基準位置に
対して相対的なビーム偏向装置７の位置が正確に検出され得る。特に基準方向に対するビ
ーム偏向装置７の整向とも理解され得る、ビーム偏向装置７の位置の検出は、すなわち干
渉、特にレーザ干渉あるいはアブソリュートレーザ干渉の原理に基づき光学的になされる
。このために、ビーム偏向装置７は、測定ビーム１５を反射する光学的な要素、特に凹面
鏡の形態の光学的な測定点１６ａ～１６ｃへ測定ビーム１５を偏向させるように設置され
ている。位置検出装置１３は、測定点１６ａ～１６ｃによる測定ビーム１５の反射割合分
に基づきビーム偏向装置７の位置を検出するように設置されている。このとき、ビーム偏
向装置７の位置の検出は、測定ビーム１５の継続時間又は位相変化の検出、すなわち特に
測定ビーム１５における、測定点１６ａ～１６ｃから戻る反射割合分の検出によってなさ
れる。測定ビーム１５は、典型的には少なくとも２つの異なる波長を含んでいる。
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【００４１】
　ビーム偏向装置７の位置の検出には、当然、（例えば互いに対して相対的な、及び／又
は構造平面に対して相対的な）１つ又は複数のビーム偏向要素の整向、特に角度調整のよ
うな、露光装置１、特にビーム偏向装置７の様々な動作パラメータを導入することが可能
である。
【００４２】
　測定ビーム発生装置１４は、測定ビーム１５を発生させるために設置されている。位置
検出装置１３及び測定ビーム発生装置１４は、アブソリュートレーザ干渉計を形成するこ
とが可能である。測定ビーム１５を露光装置１のビーム経路９へ直接入射させるように測
定ビーム発生装置１４が設置されていることが本質的であり、すなわち、測定ビーム１５
が露光装置１のビーム経路９内へ入射可能であるか、入射している。したがって、測定ビ
ーム発生装置１４は、露光装置１のビーム経路９内へ測定ビーム１５を直接入射させるよ
うに設置されている。測定ビーム１５は、測定ビーム発生装置１４の測定ビーム出射点１
７ｂからビーム経路９を通過するとともに、場合によってはミラー要素のような光学的な
偏向要素（不図示）を介して偏向され、ビーム偏向装置７によって、露光装置１の出射点
を介して露光装置１から出射される。測定点１６ａ～１６ｃによって反射される測定ビー
ム１５の割合分は、露光装置１の入射点を介して露光装置１内へ入射されるとともに、位
置検出装置１３の測定ビーム入射点１７ａまでビーム経路９を通過する。明らかに、測定
ビーム入射点１７ａ及び測定ビーム出射点１７ｂが一致し得る。
【００４３】
　図示の実施例では、測定ビーム発生装置１４は、ビーム経路９における、エネルギービ
ーム発生装置４と検出装置１２の間に位置する部分へ測定ビーム１５を入射させるように
設置されているとともに、エネルギービーム発生装置４と検出装置１２の間に適当に配置
又は形成されている。しかしながら、ビーム経路９における、検出装置１２の前方に接続
された部分へ測定ビーム１５を入射させることも考えられる。この場合、測定ビーム発生
装置１４は、少なくとも露光装置１からエネルギービームあるいは測定ビーム１５の出射
方向に見て、検出装置１２の前方に接続して配置されている。
【００４４】
　測定ビーム１５は、エネルギービーム５の場合と同様にレーザビームであり得る。しか
しながら、測定ビーム１５は、典型的には少なくとも１つのビームパラメータ、特にエネ
ルギー強度においてエネルギービーム５とは異なっている。加えて、エネルギービーム５
の出射は、典型的には、測定ビーム１５の出射に対して時間的にずらして行われ、したが
って、エネルギービーム５及び測定ビーム１５は、露光装置１から同時には出射されない
。
【００４５】
　位置検出装置１３は、特に基準位置に対して相対的に検出されたビーム偏向装置７を示
す位置検出情報を生成するために設置されている。図２による実施例の説明と関連して以
下に説明するように、適当な位置検出情報は、特に（検出された）ビーム偏向装置７の位
置変化の補償あるいは補正に関連して付加的な装置２の別の機能構成要素によってデータ
的に用いられることが可能である。
【００４６】
　複数の測定点１６ａ～１６ｃを含む光学的な測定点設備１６が露光装置１に割り当てら
れていることが図１に基づき明らかである。測定点設備１６は、位置検出装置１３の（機
能的な）構成要素である。測定点設備１６に属する測定点１６ａ～１６ｃは、所定の空間
的な配置において互いに対して（相対的に）配置されている。図１に示されている実施例
では、測定点１６ａ～１６ｃは、付加的な装置の構造平面であり得る共通の平面内に配置
されている。各測定点１６ａ～１６ｃは、ビーム偏向装置７の所定の位置情報の検出のた
めに用いられる。したがって、各測定点１６ａ～１６ｃによって反射される測定ビーム１
５あるいは測定ビーム部分は、それぞれビーム偏向装置７の所定の位置情報の検出のため
に用いられることが可能である。個々の位置情報に基づき、位置検出装置１３は、適当な
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位置検出情報によって示されるビーム偏向装置７の絶対位置を発生させることが可能であ
る。
【００４７】
　図２には、一実施例による装置２の原理図が示されている。装置２は、図２において概
略的な観点のみにおいて図示されている。
【００４８】
　装置２は、連続的で層ごとの選択的な露光と、これに伴う、エネルギービーム発生装置
４によって発生されるエネルギービーム５を用いて凝固化可能な構造材料６から成る構造
材料層の凝固化とによる、三次元的な物体３、すなわち例えば技術的な部材あるいは技術
的な部材群の付加的な製造に用いられる。装置２は、ＳＬＭ装置、すなわち選択的レーザ
溶融法（ＳＬＭ法）の実行のための装置である。したがって、エネルギービーム５は、レ
ーザビームであり、構造材料６は例えばアルミニウム、ステンレス鋼、チタンのような特
に粒子状あるいは粉体状の金属である。凝固化されるべき各構造材料層の選択的な凝固化
は、物体に関連した構造データに基づいて行われる。適当な構造データは、付加的に製造
されるべき各物体３の幾何学的－構造上の形状を示すものである。適当な構造データは、
例えば付加的に製造されるべき物体３の「スライスされた」ＣＡＤデータを含むことがで
きる。
【００４９】
　装置２は、不活性化可能なプロセスチャンバ１８を含んでいる。プロセスチャンバ１８
は、装置２のハウジング構造（不図示）の一部を形成することができる。プロセスチャン
バ１８内では、付加的な構造工程の実行に必要な機能構成要素、すなわち特に露光装置１
と、水平方向に向いた双方向矢印Ｐ１で示唆されているように移動可能に支持された、凝
固化されるべき構造材料層の形成のための積層装置１９とが構造平面内に配置あるいは形
成されている。
【００５０】
　装置２は、図１に示された実施例に関連して記載されるような露光装置１を備えている
。焦点調整装置や検出装置が露光装置の選択的な機能構成要素であることを明確にするた
めに、露光装置１は、焦点調整装置１１なしに、及び検出装置１２なしに図示されている
。エネルギービーム発生装置４を用いて発生されるエネルギービーム５は実線で図示され
ており、測定ビーム発生装置１４によって発生される測定ビーム１５は破線で図示されて
いる。上述のように、エネルギービーム５の出射は、典型的には、測定ビーム１５の出射
に対して時間的にずらして行われ、したがって、エネルギービーム５及び測定ビーム１５
は、典型的には露光装置１から同時には出射されない。
【００５１】
　装置２は、ハードウェアによって、及び／又はソフトウェアによって実行される制御装
置２０を含んでいる。制御装置２０は、各構造材料層の選択的な露光を示す露光情報に基
づき、露光装置１を用いて実行されるべき、あるいは実行された各構造材料層の露光を制
御するために設置されている。制御装置２０は、位置検出装置１３を用いて発生される位
置検出情報に依存して露光情報を変化させるために、すなわち特に基準位置に対して相対
的に特にビーム偏向装置７の位置の検出された変更に適合させるために設置されている。
したがって、適当な位置検出情報は、付加的な装置２の別の機能構成要素によって、すな
わち特に（検出された）ビーム偏向装置７の位置変化の補償あるいは補正のための制御装
置２０によってデータ的に用いられることが可能である。このことは、具体的には、例え
ば、所定の空間方向において所定の値だけ、すなわち例えば０．２ｍｍだけビーム偏向装
置７の位置変更が検出される場合、露光の適当な適合が行われることと言い換えることが
可能であり、その結果、エネルギービーム５は、適当な空間方向において適当な値だけず
らされて選択的に凝固化されるべき構造材料層へ偏向される。
【００５２】
　ビーム偏向装置７は、光学的な測定ビーム１５を選択的に凝固化されるべき構造材料層
へ偏向させるように設置されることが可能である。位置検出装置１３は、光学的な測定ビ
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ーム１５における構造材料層によって反射される割合分に基づいて構造材料層の層厚を（
直接）検出するように、層厚検出装置の機能において設置されている。
【００５３】
　露光装置１あるいは装置２によって、特に基準位置に対して相対的な、適当な露光装置
１のビーム偏向装置７の位置を光学的に、特に干渉式に検出するための方法が測定ビーム
１５を用いて実行され得る。この方法は、以下のステップ：光学的な測定ビーム１５を発
生させるステップと、光学的な測定ビーム１５を用いた、特に光学的な測定ビーム１５に
おける測定点１６ａ～１６ｃによって反射される割合分を用いた、特に基準位置に対して
相対的な、光学的な、特に（アブソリュート）干渉式のビーム偏向装置７の位置を検出す
るステップとによって特徴付けられている。方法によれば、光学的な測定ビーム１５が露
光装置１のビーム経路９へ直接入射される。

【図１】 【図２】
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